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はじめに はじめに 
n  1980年代末、個人情報保護条例の施行を背景として、 

県立学校の貸出記録の管理方法が問題視される。 

n 教育委員会と学校図書館員との協議の結果、①貸出記 
録を個人情報として評価、②その用途を「資料管理」に限 
定、③教育指導とは切り離し、 ④資料返却後、貸出記録 

を残さない「ブラウン式」へ一斉変更 

n その後、学校図書館を取り巻く環境は大きく変化。貸出 
記録の管理・利用についての意見も多様化しつつある。 

個人情報 個人情報保護 保護に先進的に取り組んできた神奈川 に先進的に取り組んできた神奈川 
県 県の の高校図書館関係者は、こうした 高校図書館関係者は、こうした状況 状況につい につい 
てどのように考えるのか てどのように考えるのか？ ？



本日の発表内容 本日の発表内容 

n 個人情報保護について基本概念を整理 

① 個人情報とは何か？ 

② 個人情報保護の方法 

③ 個人情報保護義務違反に対する罰則 

n 神奈川県個人情報保護条例と学校図書 
館の関わりを解説 

n 調査結果の報告と問題提起・質疑応答



個人情報保護とは？ 個人情報保護とは？



「個人情報」とは 「個人情報」とは何か 何か？ ？ 
大きく 大きく2 2つに区別される つに区別される 

個人情報＝ 個人情報＝( (生存する 生存する) )個人に関する 個人に関する 
情報の全て 情報の全て 

① ① 個人識別情報 個人識別情報 
＝ ＝個人に関する客観的な事実 個人に関する客観的な事実 
氏名、住所、電話番号、メールアドレ 
ス(特定できるもの)、身体的特徴、 
写真など 

② ② センシティブ センシティブ( (機微な 機微な) )情報 情報 
≒ ≒評価情報、プライバシー情報 評価情報、プライバシー情報 
医療・健康情報 
個人の経歴・社会的活動 
家族関係・交友関係 
信用情報・財産情報 
個人の内心などに関する情報 
(思想、趣味、主義、興味関心、 
信仰、支持政党) 

センシティ センシティ 
ブ情報 ブ情報 

個人識別 個人識別 
情報 情報 

プライ プライ 
バシ バシー ー 

個人情報 個人情報 

Personal Personal 
Information Information 

秘密、そっとしてお 秘密、そっとしてお 
いてほしい情報 いてほしい情報 

図書館も個人情報保有機関 図書館も個人情報保有機関



個人情報保護 個人情報保護法令と図書館の関係 法令と図書館の関係 

n 国立の図書館(国立大学・国立学校図書館) 
→ 独立行政法人個人情報保護法 

n 私立の図書館(私立大学・私立学校・私立公共・民間企 
業の専門図書館) 
→ 個人情報保護法 

n 公立の図書館(公立大学・公立学校 公立学校・公立公共図書館) 
→ 各自治体の個人情報保護条例 

n その他の図書館(省庁の図書館等) 
→ 行政機関個人情報保護法 

→ 個人情報保護法の基本法部分(努力目標) 

図書館の設置主体によって適用される法令が異なる 図書館の設置主体によって適用される法令が異なる 

法令の内容は基本的には同じだが、異なる部分もある 法令の内容は基本的には同じだが、異なる部分もある 
図書館員は適用法令の内容をしっかり学ぶ必要がある 図書館員は適用法令の内容をしっかり学ぶ必要がある 

神奈川県個人情報保護条例 神奈川県個人情報保護条例



個人情報を保護する具体的な方法 個人情報を保護する具体的な方法 

■個人情報保護の原則 × ×プライバシー保護 プライバシー保護 
「秘密を守る」だけではない！ 

①個人情報の取得(収集) 
目的明確化の原則(収集する目的を通知する) 
収集制限の原則(不要な情報は集めない) 
＜例＞貸出登録の際に保護者の氏名や職業を書かせ 
る、コピー申し込み用紙に住所を記入させる 

②個人情報の利用 
利用制限の原則(目的外利用の禁止) 

＜例＞貸出記録をタネに噂話、住所ののぞき見 
③個人情報の管理 

安全管理の原則(外部提供、漏洩の禁止) 
＜例＞学校図書館員が移動図書館(公共図書館)から 
の督促依頼を引き受ける



個人情報保護義務違反への罰則 個人情報保護義務違反への罰則 

● ●個人情報保護条例による罰則 
n 行政文書に記載された個人情報(個人の 

秘密)で、電子計算機を用いて検索できる 
ものを外部提供 →  2年以下の懲役又は 
100万円以下の罰金(第63条) 

n 行政文書に記載された個人情報を不正な 
目的で提供・盗用 →  1年以下の懲役又 
は50万円以下の罰金(第64条) 

n 個人の秘密に属する事項が記録された文 
書等を職務用以外に収集 →  1年以下 
の懲役又は50万円以下の罰金 (第65条) 

● ●地方公務員法による罰則 
n 行政文書以外の、業務上知り得た秘密を 

外部提供 → 一年以下の懲役又は三万 
円以下の罰金 (第60条) 

● ●民法による賠償責任 
n 行政文書以外の個人情報を外部提供・目 

的外利用 → 民法上の不法行為に該当 
すれば、損害賠償責任(第709条) 

外部提供・盗用に対しては罰則もある 外部提供・盗用に対しては罰則もある( (神奈川県の場合 神奈川県の場合) ) 

個人情報 個人情報 

メモ書き、記憶など 
全ての個人情報 

行政文書 行政文書 

電子化され 電子化され 
検索できる 検索できる 

文書 文書 

文書内 
の秘密 

個人の秘密



神奈川県個人情報 神奈川県個人情報 
保護条例と 保護条例と 

学校図書館との関わり 学校図書館との関わり 
( ( 貸出記録を中心に 貸出記録を中心に ) ) 

学校図書館ではどのようなこ 学校図書館ではどのようなこ 
とに気をつければいいの？ とに気をつければいいの？



第 第7 7条 条 目的明確化 目的明確化 
n 第７条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務（個人の氏名、生年月日その 

他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により個人を検索 
し得る形で個人情報が記録された行政文書（県又は国、独立行政法人等、 
他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の職員に関する個人情報で 
専らその職務の遂行に関するものが記録された行政文書で実施機関が定 
めるもの及び一般に入手し得る刊行物等を除く。第４号において「個人情報 
記録」という。）を使用する事務に限る。以下この条において「個人情報取扱 
事務」という。）について、次に掲げる事項を記載した個人情報事務登録簿を 
備えなければならない。 
(１)  個人情報取扱事務の名称及び概要 
(２)  個人情報取扱事務を所管する組織の名称 
(３)  個人情報取扱事務を開始する年月日 
(４)  個人情報記録から検索し得る個人の類型 
(５)  前号の個人の類型ごとの次の事項 

(中略) 
n ２ 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらか 

じめ、当該個人情報取扱事務について個人情報事務登録簿に登録しなけれ 
ばならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。 

(中略) 
n ５ 実施機関は、個人情報事務登録簿を一般の縦覧に供さなければならな 

い。



第 第7 7条 条 目的明確化 目的明確化 

n 行政文書を使用する事務 
については、「個人情報 
取扱事務登録簿」を作成、 
事業ごとに 事業ごとに目的、対象、 
個人情報の種類等を届け 
出ること、 

n 登録簿を閲覧できる状態 
に置くことが義務づけられ 
ている。 

n 神奈川県では学校図書 
館の貸出業務も登録され、 
インターネットで閲覧 インターネットで閲覧でき 
るようになっている。 

・図書館資料を生徒・教 
員及び学習施設利用者 
の利用に供する 

・図書貸出しの把握及び 
返本請求のため



ちなみに、他の自治体では図書館関係はいい加減に登録 ちなみに、他の自治体では図書館関係はいい加減に登録 
されていることも多い されていることも多い（届け出そのものがない場合も） （届け出そのものがない場合も） 

■ 沖縄の自治体では学校 

図書館関係の届け出はなし 届け出はなし。 
■ 石垣市立図書館の登録 

では、「図書館業務」で届け 
出があり、目的は 「図書館 

業務を円滑にするため」。 
■ サービスごとに分けられ 

ておらず、目的も不明確。 
■ 総務課に問い合わせたと 

ころ、「これではダメ」という 
返答。(2005年8月確認) 

第 第7 7条 条 目的明確化 目的明確化



第 第7 7条 条 目的明確化 目的明確化 

n 行政文書を使用する事務 
については、「個人情報 
取扱事務登録簿」を作成、 
事業ごとに 事業ごとに目的、対象、 
個人情報の種類等を届け 
出ること、 

n 登録簿を閲覧できる状態 
に置くことが義務づけられ 
ている。 

n 神奈川県では学校図書 
館の貸出業務も登録され、 
インターネットで閲覧 インターネットで閲覧でき 
るようになっている。



ただし、検索が難しく 検索が難しく、理解するには 
一定の知識が必要。（利用者に伝わりにくい) 

パンフレット、ポスター、図書館だよりなどを用いて、 
利用者に分かりやすく伝える工夫を。 

第 第7 7条 条 目的明確化 目的明確化



第 第8 8条 条 収集制限 収集制限 

n 第８条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取 
り扱う目的（以下「取扱目的」という。）を明確にし、収集する個人情報の範囲 
を当該取扱目的の達成のために必要な限度を超えないものとしなければな 
らない。 

n ２ 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収 
集しなければならない。 

n ３ 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければなら 
ない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 
(１)  法令等の規定に基づき収集するとき。 
(２)  本人の同意に基づき収集するとき。 
(３)  個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があ 

ると認めて収集するとき。 
(４)  出版、報道その他これらに類する行為により公にされたものから収集するとき。 
(５)  他の実施機関から次条第１項各号のいずれかに該当する提供を受けて収集す 

るとき。 
(６)  審議会の意見を聴いた上で、本人から収集することにより県の機関又は国の機 

関、独立行政法人等、他の地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が行 
う当該事務又は事業の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を 
困難にするおそれがあることその他本人以外の者から収集することに相当な理 
由があることを実施機関が認めて収集するとき。(以下、省略)



第 第8 8条 条 収集制限 収集制限 

n 利用者から個人情報を図書館が収集する目的は「図書 
貸出しの把握及び返本請求のため 」(公共物の管理・財 
産管理)。 

①貸出の目的を聞く、②保護者の名前や職業を聞く、③ 
個別の顔写真を撮影 などは無関係 

n 事務の流れその他客観的事実から本人の同意が明らか 
である場合は、本人同意があると解釈されるため、学校 
全体であつめた名簿情報を貸出業務に利用することは 
可能。 

n ただし、氏名、クラス番号、住所、電話番号等、一般的な 
識別情報のレベルであることが条件。 

① ①事業の遂行に無関係な個人情報の収集禁止 事業の遂行に無関係な個人情報の収集禁止 

② ②適法、かつ公正な手段で収集 適法、かつ公正な手段で収集 

③ ③本人からの収集を原則とする（本人同意が必要） 本人からの収集を原則とする（本人同意が必要）



第 第9 9条 条 利用及び提供の制限 利用及び提供の制限 
n 第９条 実施機関は、個人情報を収集したときの取扱目 

的以外の目的に当該個人情報を利用し、又は提供して 
はならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するとき 
は、この限りでない。 
(１)  法令等の規定に基づき利用し、又は提供するとき。 
(２)  本人の同意に基づき利用し、若しくは提供するとき、又は本人 

に提供するとき。 
(３)  個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを 

得ない必要があると認めて利用し、又は提供するとき。 
(４)  前３号に掲げる場合のほか、審議会の意見を聴いた上で必要 

があると認めて利用し、又は提供するとき。 

n ２ 実施機関は、前項第３号又は第４号の規定に該当し 
て個人情報を利用し、又は提供したときは、その旨及び 
その目的を本人に通知しなければならない。ただし、審議 
会の意見を聴いた上で適当と認めたときは、この限りで 
ない。(後略)



第 第9 9条 条 利用及び提供の制限 利用及び提供の制限 

n 個人情報を保有する実施機関の 
内部において当該個人情報を本 
人に通知した以外の目的で使用す 
ること。＜例＞貸出記録を生徒理 
解や読書指導のための資料として 
活用する、進路指導の資料とする 

n 個人情報を保有する実施機関が 
当該実施機関以外の者にその情 
報を渡すこと。＜例＞貸出記録を 
就職内定先へと提供する、保護者 
からの問い合わせに答える 

① ①取り扱い目的以外での「利用」 取り扱い目的以外での「利用」 

② ②取り扱い目的以外での「提供」 取り扱い目的以外での「提供」 
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教育委員会 教育委員会 

A A学校 学校 

第 第9 9条 条 利用及び提供の制限 利用及び提供の制限 

① ①目的外利用 目的外利用 

② ②外部提供 外部提供 

A A学校 学校 

図書館 図書館 

業者 業者 
保護者、 保護者、 
法定代理人 法定代理人 

B B学校 学校 

C C学校 学校 

D D学校 学校 

クラス担任 クラス担任 
国語教員の 国語教員の 
読書指導・ 読書指導・ 
生活指導 生活指導 

他校の教員、 他校の教員、 
図書館員 図書館員 

本人 本人 

× × 

× × 

× × 

× × × × ○ ○ 

法令に基づく、 法令に基づく、 
個人の財産、 個人の財産、 
身体、生命を 身体、生命を 
守るなどの一 守るなどの一 
部例外 部例外 

○ ○ 

図書貸出し 図書貸出し 
の把握及び の把握及び 
返本請求の 返本請求の 
ために集め ために集め 
られた記録 られた記録 

他の生徒 他の生徒 

× ×



第 第11 11条 条 安全性の確保措置 安全性の確保措置 
n 第11条 実施機関は、その保有 

する個人情報の漏えい、き損及 
び滅失の防止その他の個人情 
報の適切な管理のために必要な 
措置を講じなければならない。 
(後略) 

n 施設及び設備などの物理的な保 
護措置が求められる。 

n 本の裏表紙に氏名が残されたり、 
あるいは、カウンターの個人カー 
ドに貸出記録が残され、不特定 
多数にのぞき見られる状態を放 
置しないこと 

意図せざる提供＝漏洩／提供と 意図せざる提供＝漏洩／提供と 
は区別される は区別される 

↑簡単な操作で貸出履歴が 
表示される 

↑カードボックスが入り口近 
くに配置 

× × 

× ×



第 第11 11条 条 安全性の確保措置 安全性の確保措置 

n ブラウン式へ変更し、返却後の貸出記録の漏 
洩を防ぐ。 

n 神奈川県では1990年より全県的に実施されて 
いるため、安心と思われるが…… 

n n 貸出中の 貸出中の貸出記録も当然保護対象 

n 漏洩を防ぐために、鍵のかかる引き出し 鍵のかかる引き出しやボッ 
クス、(なければ)事務室に片づける必要がある。 

① ①カード式の場合－ブラウン式だから安心？ カード式の場合－ブラウン式だから安心？ 

× × ○ ○ ○ ○



第 第11 11条 条 安全性の確保措置 安全性の確保措置 

n 貸出記録はデジタルデータとし 
て保有、コピーが容易であり、 
ネットワーク上に漏洩したら、 
流出を防ぐ手だてがない。 

n 神奈川県では、2005年に外付 

けハードディスクにデータを保 
存し、閉館時に鍵のかかる場 
所に片づけることが義務化。 

n 日図協の「貸出業務へのコン 
ピュータ導入に伴う個人情報 
の保護に関する基準」では、 
「資料が返却されたらできるだ 
けすみやかに消去しなければ 
ならない」とされている。 

② ②コンピュータ式の場合－コンピュータだからこそ心配 コンピュータ式の場合－コンピュータだからこそ心配



情報流出のリスク、目的外利用 情報流出のリスク、目的外利用( (教育的利用 教育的利用) )の要求 の要求 

貸出 返却 

貸出 
記録 

保有期間 

年度末 卒業 

資料管理という 
用途が消失 

記録は 
不要 

記録を 
消去 

n 神奈川県では、貸出記録の用途は「図書館資 
料を生徒・教員及び学習施設利用者の利用に 
供する」ことに限定されている。つまり、返却後 
の用途は特にないはず。 

n 返却後は、ハードディスクから消去した方がより 
安全。 

第 第11 11条 条 安全性の確保措置 安全性の確保措置 

② ②コンピュータ式の場合－返却時消去の必要性 コンピュータ式の場合－返却時消去の必要性



第 第6 6条 条 取扱の制限 取扱の制限 

n 第６条 実施機関は、次に掲げる事項に関する 
個人情報を取り扱ってはならない。ただし、法令 
若しくは条例（以下「法令等」という。）の規定に基 
づいて取り扱うとき、又はあらかじめ神奈川県個 
人情報保護審議会（以下「審議会」という。）の意 
見を聴いた上で正当な事務若しくは事業の実施 
のために必要があると認めて取り扱うときは、こ 
の限りでない。 
(１)  思想、信条及び宗教 
(２)  人種及び民族 
(３)  犯罪歴 
(４)  社会的差別の原因となる社会的身分



貸出記録は 貸出記録は思想・信条の記録と言われるが、 思想・信条の記録と言われるが、 
貸出記録を取り扱ってよいのか？ 貸出記録を取り扱ってよいのか？ 

n 『かながわの個人情報保護ハンドブック』には、学校図書館関係の 
届け出がない。 

第 第6 6条 条 取扱の制限 取扱の制限 

かながわの 
個人情報保護 
ハンドブック 

平成18年版 

神奈川県県民情報 
公開課 

①「作文コンクール、試験等に 
おいて作成される作文、論文等 
の記載内容に含まれる思想、 
信条、宗教等の取り扱い制限 
事項に関する個人情報を取り 
扱う場合」(全て) 
②「進学奨学金関係事務」(社会 
的身分) 
③「生徒指導事務」(宗教) 
④「県立学校事故処理事務」(思 
想・信条、宗教)



貸出記録は 貸出記録は思想・信条の記録と言われるが、 思想・信条の記録と言われるが、 
貸出記録を取り扱ってよいのか？ 貸出記録を取り扱ってよいのか？ 

思想・信条等の個人 思想・信条等の個人 
情報は取り扱ってい 情報は取り扱ってい 
ないことになっている ないことになっている 

n 登録簿では、貸出の際に集める情報は、単に氏名、生年月日、住 
所・電話番号、学業・学歴、職業・職歴のみとなっている。 

第 第6 6条 条 取扱の制限 取扱の制限



第 第6 6条 条 取扱の制限 取扱の制限 

n 「貸出記録に個人の主義、思想が反映されると 
しても、思想的な本を借りているからと言って、 
すぐにその人物がその思想の持ち主であるとは 
直接的に断定できないので、その人物の思想や 
信条を表す情報にはならない」（神奈川県県民 
情報公開課の担当者、2006年8月確認） 

なぜ思想・信条等の記録ではないのか？ なぜ思想・信条等の記録ではないのか？ 

なお、2004年4月「神奈川県教 

育委員会セキュリティ対策基 
準」では、「図書貸出記録」は対 
策重要度のレベル1(最も高い) 
に例示されている。教育委員会 
との見解の相違？



第 第6 6条 条 取扱の制限 取扱の制限 

n 氏名や住所、電話番号などは、教員や保護者と共有さ 
れており、それらの集合に過ぎない貸出記録を提供して 
も、個人情報保護条例の義務違反にはならない？ 

n 読書内容が提供され、不利益が生じたとしても、読書内 
容そのものは個人情報とではないため、図書館側には 
何の義務も責任もない。（地公法60条の罰則のみ） 

n 貸出記録が個人情報のどの部分にも該当し 

ないということは明らかにおかしい。 

n 登録簿には「その他の項目」の「その他」も存 

在する。ここに含まれないかどうか、学校図書 

館関係者は担当部局と調整するべき。 

このままでよいのか？ このままでよいのか？



アンケート調査結果 アンケート調査結果 
の報告と の報告と 
問題提起 問題提起 

アンケート結果から アンケート結果から 
見えてきた疑問点 見えてきた疑問点



調査対象・回収率 調査対象・回収率 

n 調査目的：  1990年代始めに確認された 

個人情報保護の理念は実践されている 
のか？ 変化は見られないか？ 

n 調査対象： 神奈川県内の高校図書館 
（設置主体は問わない／一部中学併設校も含む） 

n 発送数：194 
n アンケート配布：  5月17日 

n 締め切り：  6月22日 

n 回答数：110  (県立97校、市立6校、私立7校) 

n 回収率：56.7％ （6月30日現在）



問題 問題① ① 
コンピュータ式でも貸出記録は返却後 コンピュータ式でも貸出記録は返却後 

は残さない方がいいの？ は残さない方がいいの？ 

n n コンピュータ式の学校では、返却後も コンピュータ式の学校では、返却後も 
貸出記録が残るケースが多いようです 貸出記録が残るケースが多いようです。 。 
n n カード式と同じように、貸出記録を完 カード式と同じように、貸出記録を完 
全に消去するべきと考えますか？ 全に消去するべきと考えますか？ 

n n 利用者本人から残して欲しいという 利用者本人から残して欲しいという 
要求があった場合は 要求があった場合は残してもいいと思 残してもいいと思 
いますか？ いますか？



コンピュータ式では コンピュータ式では34 34校中 校中8 8校のみ返却時に記録 校のみ返却時に記録 
を消去、それ以外は一定期間保有している を消去、それ以外は一定期間保有している 

貸出記録の保有状況 
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コンピュータ式 カード式 その他 合計 

1)返却時に消去 2)システムログとして残る 3)年度末に消去・廃棄 

4)年度末に返却 5)卒業時に消去・廃棄 6)卒業時に返却 

7)決まっていない 8)分からない・把握していない 9)その他 

10)無回答 

貸出記録を 貸出記録を 

返却時消去 返却時消去 

貸出記録 貸出記録 

保有 保有 

77/110



貸出記録は返却時に消去するべきか？ 
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コンピュータ式 カード式 その他 合計 

返却時に消去すべき 消去すべきではない 無回答 

大半が返却時消去に賛成、ただし、コンピュータ式 大半が返却時消去に賛成、ただし、コンピュータ式 
では返却後も残すべき、または分からないという回 では返却後も残すべき、または分からないという回 
答の比率が高まる 答の比率が高まる 

消去すべき 消去すべき 

消去すべきではない 消去すべきではない  5 5人（県立 人（県立3 3、市立 、市立1 1、私立 、私立1) 1) 
無回答 無回答( (分からない 分からない) )  3 3人 人( (県立 県立2 2、私立 、私立1) 1)



返却時に貸出記録を消去しない方がよい理由は 返却時に貸出記録を消去しない方がよい理由は 
「本人が知りたがる」 「本人が知りたがる」…… …… 

n 履歴を知りたがる生徒は毎年いるので、本人 
以外に知らせないことを徹底できれば、残した 
方が良いと思う。 

n 以前借りた本を知りたいという要望があるので、 
在学中は残したい。 

n 在学中の履歴を知りたがる生徒が多いので。 

コンピュータ式では記録を残しながら、漏洩を防ぐ コンピュータ式では記録を残しながら、漏洩を防ぐ 

ことが技術的に可能。プライバシーを守ることを前 ことが技術的に可能。プライバシーを守ることを前 
提に、貸出記録を活用してもよいのか？ 提に、貸出記録を活用してもよいのか？



図書館ポータルサイトの研究では読書履歴を残し 図書館ポータルサイトの研究では読書履歴を残し 
て活用するサービスが検討されている て活用するサービスが検討されている 

図はイメージです 

個人用のトップページで過去の貸出 
履歴を分析して、その利用者が興味 
を持ちそうな新着図書を紹介 

この本を借りた人は他にもこんな本を借りています 

あなたにぴったり！ おすすめの新着図書 

検索結果を図書館 
サーバーに保存し 
て、参考文献リスト 
を残しておく



問題 問題② ② 
貸出記録を集める用途は本当に「資料 貸出記録を集める用途は本当に「資料 

管理」だけなの？ 管理」だけなの？ 

n n 学校図書館の貸出記録 学校図書館の貸出記録( (個人の記録 個人の記録) )を、 を、 
サービス向上のために積極的に活用するこ サービス向上のために積極的に活用するこ 
とについてどう思いますか？ とについてどう思いますか？ 

n n 例えば、貸出記録を読書相談や選書の参 例えば、貸出記録を読書相談や選書の参 
考にすることについてどう思いますか？ 考にすることについてどう思いますか？



図書館員が貸出記録を活用する場面 

1)個人の読書傾向 
を把握して、読書相 
談等の資料とする, 

4 

2)返却後のトラブル 
に対応, 2 

3)選書の判断基準, 
1 

4)子どもの内面把 
握, 

5)貸出冊数の統計・ 
多読賞の実施, 2 

6)その他, 

返却後も貸出記録を保有している（システムログ 返却後も貸出記録を保有している（システムログ 
以外 以外)23 )23校の内、返却後の記録を図書館員自身が 校の内、返却後の記録を図書館員自身が 
利用しているのは 利用しているのは9 9名 名…… …… 

選書の判断基準、個別読書相談の資料とする、など、貸出記録 選書の判断基準、個別読書相談の資料とする、など、貸出記録 
を「資料管理」以外に活用してもよいのか？ を「資料管理」以外に活用してもよいのか？ 

一致しない？ 

一致しない？



問題 問題③ ③ 
貸出記録に触れることができる「学校図 貸出記録に触れることができる「学校図 
書館員」とは誰か？ 書館員」とは誰か？ 

n n 学校図書館 学校図書館に には、図書委員や司書教諭な は、図書委員や司書教諭な 
ど、学校図書館の業務に関わる人々が複数 ど、学校図書館の業務に関わる人々が複数 
存在します。 存在します。 

n n司書以外の第三者が、貸出返却業務や督 司書以外の第三者が、貸出返却業務や督 
促等の際に利用者のプライバシーである貸 促等の際に利用者のプライバシーである貸 
出記録に接することをどう考えますか？ 出記録に接することをどう考えますか？



延滞情報、予約リクエストの通知においては書名 延滞情報、予約リクエストの通知においては書名 
を伝えない配慮がなされているが を伝えない配慮がなされているが…… …… 

個人情報・プライバシー保護について気を付けていること 
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1)督促の際にタイトルが分からないようにしている 

2)予約リクエスト通知の際にタイトルが分からないようにしている 

3)図書委員には貸出業務をさせない 

4)図書委員にプライバシー・個人情報保護の大切さを伝えている 

5)オリエンテーション等でプライバシー・個人情報保護の大切さを伝えている 

6)職員会合等で教員にプライバシー・個人情報保護の大切さを伝えている 

7)特に何もしていない 

8)その他 

9)無回答 

「図書委員には貸出業務をさせない」は  9名(8.2％)、 
「プライバシー・個人情報保護の大切さを伝えた上で、図書委員に貸 

出業務の一部を任せている」は  79名(71.8％)



教育委員会 教育委員会 

A A学校 学校 

第 第9 9条 条 利用及び提供の制限 利用及び提供の制限 

① ①目的外利用 目的外利用 

② ②外部提供 外部提供 

A A学校 学校 

図書館 図書館 

業者 業者 
保護者、 保護者、 
法定代理人 法定代理人 

B B学校 学校 

C C学校 学校 

D D学校 学校 

クラス担任 クラス担任 
国語教員の 国語教員の 
読書指導・ 読書指導・ 
生活指導 生活指導 

他校の教員、 他校の教員、 
図書館員 図書館員 

本人 本人 

× × 

× × 

× × 

× × × × ○ ○ 

法令に基づく、 法令に基づく、 
個人の財産、 個人の財産、 
身体、生命を 身体、生命を 
守るなどの一 守るなどの一 
部例外 部例外 

○ ○ 

図書貸出し 図書貸出し 
の把握及び の把握及び 
返本請求の 返本請求の 
ために集め ために集め 
られた記録 られた記録 

他の生徒 他の生徒 
図書委員？ 図書委員？ 

× ×



延滞情報、予約リクエストの通知においては書名 延滞情報、予約リクエストの通知においては書名 
を伝えない配慮がなされているが を伝えない配慮がなされているが…… …… 

個人情報・プライバシー保護について気を付けていること 

99 

93 

9 

79 

39 

12 

3 

10 

2 

0 20 40 60 80 100 120 

1)督促の際にタイトルが分からないようにしている 

2)予約リクエスト通知の際にタイトルが分からないようにしている 

3)図書委員には貸出業務をさせない 

4)図書委員にプライバシー・個人情報保護の大切さを伝えている 

5)オリエンテーション等でプライバシー・個人情報保護の大切さを伝えている 

6)職員会合等で教員にプライバシー・個人情報保護の大切さを伝えている 

7)特に何もしていない 

8)その他 

9)無回答 

「図書委員には貸出業務をさせない」は  9名(8.2％)、 
「プライバシー・個人情報保護の大切さを伝えた上で、図書委員に貸 

出業務の一部を任せている」は  79名(71.8％)



専門的な知識を持たない人物が貸出記録に触れ 専門的な知識を持たない人物が貸出記録に触れ 
ている現実は肯定されるのか？ ている現実は肯定されるのか？ 

n 法的責任を課すことができない子どもに、思想・信 
条に関わる個人情報を扱わせてよいのか？ 

n 条例では、実施機関の職員、または業務委託先の 
職員以外の目に個人情報が触れてしまえば、外部 
提供、漏洩となる。条例違反の可能性も？ 

n 人手不足は図書委員に貸出記録を扱わせること 
の絶対条件にはならないはず。 

専門知識を持たない人物に「貸出記録に触れさせ 
てよい」とする考えには、「貸出記録なんて誰に見 
られてもよい」という本音が隠されているのでは？ 
（同じことは、司書教諭にも当てはまるのでは？）



問題 問題④ ④ 
貸出記録を読書指導、生活指導などを 貸出記録を読書指導、生活指導などを 
目的として求められたらどうする？ 目的として求められたらどうする？ 

n n 貸出記録について、教育的な観点から情 貸出記録について、教育的な観点から情 
報提供を求められた時、どこまで提供します 報提供を求められた時、どこまで提供します 
か？ か？ 

n n 提供する、しないの判断は誰が行うべきだ 提供する、しないの判断は誰が行うべきだ 
と思いますか？ と思いますか？



ブラウン式でも貸出中の記録は残る。返却後も記 ブラウン式でも貸出中の記録は残る。返却後も記 
憶に残る 憶に残る…… ……求められたらどうするべき？ 求められたらどうするべき？ 

貸出記録への教育的利用要求への対応 
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読書指導の場合 生活指導の場合 

「一切伝えない」が多数を占めるが、 

「読書傾向のみ伝える」という意見も3割近く存在する。 

プライバシー、読書の自由を否定す 
るような意見はさすがに少ないが、 

（選択肢に該当する場合○を2 
点、近い場合△を1点としてポイ 

ント合計）



個人情報保護条例では条件付きで認められる 個人情報保護条例では条件付きで認められる 

n 登録簿上、貸出記録の用途は「資料管 
理」に限定されており、それ以外の用途 
で用いた場合は「目的外利用」となる。 

n ただし、実施機関の業務に関わりのある 
利用であれば、目的外利用であっても、 目的外利用であっても、 
罰則は科されない 罰則は科されない。 

n さらに、条例9条では、目的外利用禁止 
の適用除外例として、「(3)個人の生命、 

身体又は財産の安全を守るため緊急か 
つやむを得ない必要があると認めて利 
用し、又は提供するとき」という規定も。



n 学校図書館の存在が生徒にとって身近 
になればなるほど、貸出記録の教育的 
な利用価値は高まっていく。 

n 現時点で問題がないとしても、学校図書 
館活動が盛んになればなるほど、こうし 
た問題は身近になってくるはず。 

どのような場合にどのように 
対応するのか、どこまで提 
供するべきなのか、またそ 
の判断をどのような組織で 
行うのか、しっかりと検討し 
ていく必要があるのでは？ 

自殺、妊娠、 
性感染症、 
DV、障害事件 
……



おわりに おわりに 

n 個人情報保護法令はもともと「学校の中に 
ある図書館」という特殊な存在を想定して 
作られたものではないため、理解が困難で 
あり、解釈が曖昧な部分も残されている。 

n 個人情報保護条例の施行を、日々の業務 
を見直していくきっかけとして積極的にとら 
え、プライバシー保護のあり方を含めて、 
より幅広い視点から、学校図書館の義務、 
役割について検討していくべき。



ご ご 静聴 静聴 ありがとう ありがとう 
ございました ございました


